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議事 

（１）「第二次甲府市環境基本計画」令和元年度年次報告について 

司 会 

 

 

それでは、これより議事に移ります。なお、甲府市環境審議会規則第３条第

１項により「会長が議長となる」と規定されていますので、会長に議事の進行

をお願いしたいと思います。 

それでは、会長よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議事を進めてさせていただきます。 

議事次第に従いまして、（１）『「第二次甲府市環境基本計画」令和元年度年

次報告について』を取り上げていきたいと思います。それでは、事務局からご

説明をお願いいたします。 

 

それでは、配布させていただいておりました「第二次甲府市環境基本計画」

年次報告書に沿って説明いたします。 

 

１ページをお開きください。 

第二次甲府市環境基本計画の概要についてです。 

本計画は「甲府市環境基本条例」に基づき策定された計画であり、環境の保

全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定された

ものであります。 

平成２４年度に「甲府市環境基本計画」が最終計画年度を迎え、本市を取り

巻く環境の変化、国内外の動向を踏まえ、「第二次甲府市環境基本計画」とし

て平成２４年度に新たに策定し、平成２５年度から推進しております。なお、

本計画は、平成２９年度までを「前期５年達成期」として設定し、平成３０年

度に中間見直しを行い、令和４年度までを「後期５年達成期」として計画の推

進を図っているところであります。 

この年次報告書につきましては、令和元年度、各担当部局における取組実績

を取りまとめたものとなっております。 

 

本計画では、甲府市環境基本条例の「基本理念」を基に、本市が目指すべき

環境像と、その実現のために５つの基本目標を設定し、目標を達成していくた

めの個別目標を定めております。 

目指すべき環境像と５つの基本目標は、１ページ、２ページに記載のとおり

であります。 

 

訂正でお配りした４ページ、Ａ３縦の表をご覧ください。 
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「取組方針の点検結果（令和元年度）」でありますが、こちらは、それぞれ

の取組方針に対する、指標、目標値、評価をまとめた一覧表となっており、そ

れぞれの具体的な内容につきましては、５ページ～２８ページまでとなってお

ります。 

なお、指標、及び目標値に対する達成状況の評価については、「◎：年度目

標値を達成している」、「○：年度目標値との差が、年度目標値の５０％以内で

ある」、「△：年度目標値との差が、年度目標値の５０％を超えている」、「×：

推進していない」という、達成状況の程度により４段階の評価となっておりま

す。 

 

それでは、昨年度と比較し、達成状況が変化したもの、などを中心に説明を

させていただきます。 

 

資料の５ページをお開きください。 

「個別目標１－１」「取組方針：水田における冬季湛水管理の推進」であり

ますが、令和元年度の実績としては０haでありましたが、普及啓発を行うな

ど、取り組みの推進を図っていましたことから、達成状況を「△」といたしま

した。 

  

６ページをお開きください。 

「個別目標１－２」「取組方針：水源かん養機能等の高い森づくりの推進」

でありますが、昨年度は２つの目標値を１つにまとめて評価を行っておりまし

たが、目標値ごと、個別に評価を行うことといたしました。なお、昨年度の評

価は「◎」となっております。 

 

７ページをご覧ください。 

「個別目標１－３」「取組方針：地域や家庭における緑化の推進」でありま

すが、昨年度は２つの目標値を１つにまとめて評価を行っておりましたが、目

標値ごと、個別に評価を行いました。なお、昨年度の評価は「○」となってお

りました。 

 

９ページをお開きください。 

「個別目標２－１」「取組方針：大気汚染に係る環境基準を達成する」であ

りますが、昨年度は２つの目標値を１つにまとめて評価を行っておりました

が、こちらも同様に、目標値ごと、個別に評価を行いました。なお、昨年度の

評価は「○」となっております。 
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１３ページをお開きください。 

「個別目標２－４」「取組方針：騒音に係る環境基準を達成する」でありま

すが、こちらも同様でありますが、昨年度は２つの目標値を１つにまとめて評

価を行っておりましたが、目標値ごとに個別に評価を行いました。なお、昨年

度の評価は「○」となっております。 

 

１４ページをお開きください。 

「個別目標２－５」「取組方針：化学物質による環境リスクを低減する」で

ありますが、PRTR移動量の集計結果の公表が２年後であるため、公表されて

いる最新年度である平成２９年度の数値に基づき評価を行っております。達成

状況は「○」となっております。 

 

１６ページをお開きください。 

「個別目標２－７」「取組方針：不法投棄の発生を減らす」でありますが、

平成３０年度に対し令和元年度の実績が３３件増加となったため、「◎」から

「○」へと変更となっております。パトロールの強化、看板の設置など、不法

投棄件数減少へ向け、取り組みを進めてまいります。 

 

１７ページをご覧ください。 

「個別目標２－８」「取組方針：資源物等の持ち去り行為を減らす」であり

ますが、こちらにつきましても実績が４件増加となったため、昨年度「◎」か

ら今年度「△」へと変更となりました。早朝、集積所のパトロールを行い、違

反者を見つけた際には口頭指導や文書指導を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 

１８ページをお開きください。 

「個別目標３－１」「取組方針：温室効果ガス排出量の削減」でありますが、

こちらは市内の温室効果ガス排出量の算出に必要となる「都道府県別エネルギ

ー消費統計」の公表が３年後であり、また、計算根拠となる電力排出係数が毎

年度変化することから、現在評価は行っておりません。 

なお、下段の「取組方針：太陽エネルギーの活用」でありますが、こちらは

平成３０年度までは「未評価」としておりましたが、計算根拠となる令和元年

度の電力排出係数が未公表であるため、参考値として平成３０年度の係数を使

用し、削減量を算出し、評価いたしました。そのため、こちらの評価について

は、後日変更となる可能性があることをご承知おきください。 
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１９ページをご覧ください。 

「個別目標３－２」「取組方針：クリーンエネルギー自動車の普及促進」で

ありますが、昨年度は２つの目標値を１つにまとめて評価を行っておりました

が、こちらも同様に目標値ごとに個別に評価を行いました。なお、昨年度の評

価は「○」であります。 

 

２０ページをお開きください。 

「個別目標３－３ 低酸素型ライフスタイルへの転換を推進する」における

２つの取組方針「住宅・機器による省エネの推進」及び「小学校における省エ

ネの推進」につきましては、平成３０年度の中間見直しにて、新たに追加され

た目標になっております。達成状況につきましては、それぞれ「◎」、「○」と

なっております。 

 

２４ページをお開きください。 

「個別目標４－２」「取組方針：エコファーマーの推進」でありますが、新

たな認定者はおりませんでしたが、普及啓発活動を行うなど、取り組みの推進

を図っていましたことから、達成状況を「△」といたしました。 

 

２７ページをお開きください。 

「個別目標５－３」「取組方針：自然環境とのふれあい事業の推進」であり

ますが、予定しておりました水道水源地クリーン作戦が、天候不順のため中止

となってしまいましたが、事業計画、準備等を進めておりましたことから、達

成状況を「△」といたしました。 

 

以上が、主な取組方針の説明となります。 

 

最後に、２９ページをお開きください。 

「点検・評価の結果」でありますが、それぞれの取組方針を総括いたします

と、令和元年度は「◎：年度目標値を達成している」が５８．２％、「○：年

度目標値との差が、年度目標値の５０％以内である」を含めますと８８．４％

となっております。昨年度と比較いたしますと、「◎」は９．７％、「○」を含

めますと３．６％上昇しており、目標達成率は上昇している状況です。 

 

簡単ではありますが、説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

はい。どうもありがとうございました。 

委員の方々は、あらかじめ年次報告書が手元に届いていたと思いますので、

必ずしも今の説明の部分だけではなく、すべてに渡ってで結構ですので、事務

局の説明及び報告書について、何かご意見ご質問等ございましたらよろしくお

願いいたします。 

いかがでしょう。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の方から、いくつかあるのですけれども、資料を配布していただいた時点

で見させていただいて、意見というより質問という形になると思います。 

まず、私の個人的な意見としましては、私も多少ウイルスとか微生物の専門

家なのですが、先ほど会長さんが話しましたように、現在こういった感染拡大

が進んでいますけれども、基本的に人間の環境を長期的に見ますと、環境問題

が人間の生存に一番大きな影響を与えます。しかしながら、それがゆっくりと

着実に進んでいく、そういう点でなかなか市民の視点から、いわゆる緊迫感と

いうことがないわけですけれども、そういった面で環境活動というのは重要な

ものでありますし、広報などそういった所でこまめに市民に周知させていく、

ということが重要になってくると思います。 

それから、全体的な国レベル、県境を挟んだレベルというのですか、大きな

視点から捉えていかなくてはなりませんので、甲府市が独自に何かするという

のはなかなか大変だな、とは思っています。そういった意味で、甲府市が成果

を出していくという点では、やはり身近な問題を１つ１つクリアしていくこと

が重要かなと思っています。以上は私の考えで、市の方へ提言を申し上げさせ

ていただきました。 

最初に１４ページです。少しわからないところがありましたので教えて下さ

い。「化学物質による環境リスクを低減する」というところで、化学物質が健

康にも影響を及ぼすわけですけれども、そこに「トルエン」「キシレン」とい

う溶剤の届出排出量が８４１t、届出外排出量が５０１tとなっているわけです

けれども、これは私が推測するにクリーニング店や化学工場などで使っている

のではないかと思いますけれども、これは「トルエン」「キシレン」というの

がどんな所で使って、この届出外排出量というのがどんな意味合いを持ってい

るのか、もし分かれば教えていただきたいのですが。 
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議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

何点かあるうちの１つずつ答えていただいた方がよろしいですか。 

 

はい。 

 

では、お願いします。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先ほどのご質問の「トルエン」「キシレン」は溶剤なのですが、一般的に広

く言えばということになりますが、洗浄剤など物性を生かして使っているもの

だということで承知はしておりますけれども、ただ申し訳ないのですが、現在

山梨県の方で取りまとめをしておりまして、個別のどういう業種がどのくらい

排出しているのか、そこまでは把握していないという現状でございます。 

 それから、届出量、届出外排出量についてもそこまでは分かっていないとい

う状況でございます。 

 以上です。 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。 

 では、あと１点。「３Rの実施を推進する」ですが、環境問題について、ご

みの減量化は非常に重要だなと思っておりまして、２２ページにごみの減量化

のいろいろな対策がございます。私的計算を少しさせていただきまして、エネ

ルギーの消費がどのくらいになるのかなども計算させていただいたのですが、

そこの具体的な取組状況の中に、生ごみの発酵促進剤である EMボカシです

が、これは琉球大学の比嘉先生が提唱して、市民レベルでは普及はさせており

ますけれども、科学的なエビデンスから申しますと、多量に多種類の混ざった

微生物が常に同じ状況で発酵を促進していくかどうかというのは、学者の間で

も異論があるわけです。市民レベルでは進んでいるということなのですが、こ

の辺のボカシの配布状況と市民の方々がこれに対する効果についてどう感じ

ているのかということが分かれば教えていただきたいというのが１点。 

 それから、プラスチックの回収については、私どもの町では皆さんにお願い

しておりますけれども、まだなかなか出してくれないということなので、市と

してのプラスチックの収集とかリサイクルが効果的な事を数値でお示しいた

だいて、市民の方にどれだけの効果があるのかということを示していただく

と、市民の意識もぐっと上がってくると思いますので、そういった点をご質問

したいということ。 

 もう１点、ごみの焼却。今は甲府市独自ということではないですけれども、

燃焼によってごみを焼却していく過程で、当然一番エネルギーがかかるのは水

分なのですよね。例えば、今、生ごみの８０％は水分です。そのうち１０％減
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議 長 

らすとして、技術的には大変なのですけれども、減らせばそうとう燃焼効率が

良くなりまして、重油の燃料とかだいぶ減ってくるということです。EMボカ

シとか電気式の処理機もいいのですが、そういった市民がすぐ行えて身近に出

来るというような所を政策の中に入れていただき、地域の人が取り組んでいけ

ると、減量コスト、廃棄物の処理コストも下がっていくのではないかと思いま

す。これはいろいろインターネットで調べてみますと、全国各地域でやられて

いる所もあります。そういった非常に身近な問題ですけれども、ごみの減量と

いうことで、今やっている政策がいいのかどうか再検証しながら、新たな政策

も入れていく。しかも経費が掛からず市民が手軽に参画できるようなことをや

られたらどうか、ということを思っております。 

 長くなってしまって申し訳ありませんが、ごみの減量化ということで質問さ

せていただきました。 

 

 ありがとうございました。 

 ３点ほどありましたけれども、よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、お話がありました、ボカシとプラスチック製容器包装、水分について回

答させていただきます。 

 まずボカシなのですが、このセンター内にボカシを作るところがありまし

て、１袋３００gとして小分けにした物を無料配布しているところです。３１

年度ベースですと交付実数は２２，０７９袋ということで配布しております。

ボカシにつきましては、利用している方はだいぶ固定して利用しているのかな

という印象はあります。また、こちらの堆肥化につきましては、かなり好評を

得ているところではございます。このコロナ禍の状況ですので、周知する手段

がないもので、毎年イベントがありますと周知しているのですけれども、なか

なか難しいのかなというところはございます。ただ、やはり、ニーズはあると

いうことで、これからも推進していきたいと考えております。 

 また、プラスチック製容器包装、これは平成２９年度より本格的に回収いた

しまして、実績としますと３０年度、３１年度ですと前年度比で１０８．７％、

１０８．４％となっており、回収率は伸びております。このプラスチック製容

器包装、容器に「プラ」と書いていればそれはプラスチック製容器包装という

ことで、甲府市では土曜日に出していただいております。透明の袋か半透明の

袋で出していただいております。こちらの回収率については年度ごとに増えて

いるというような状況でございます。 

 また、水分につきましては、ごみの分析をしたところ約４０％が水分になり

ます。水切り器をこちらで周知しています。ご家庭で出る生ごみの含んでいる
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水分が、家庭ごみの中には含まれています。それにつきましては、最近なので

すが、動画で水切りの方法等を配信しておりまして、より分かりやすいような

形で、ご家庭で出来る水分の減らし方の周知をしているところでございます。

水分につきましては、家庭ごみの中でかなりの比重を占めている状況がござい

ますので、こちらにつきましても啓発をしていきたいと思っております。 

 ごみ減量に関しましては、皆さまのご協力が必要となってきますので、啓発

を推進していければと考えております。 

以上です。 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 ありがとうございました。 

 この全般を見ましても、個別の取組状況というのが非常に熱心にやられてい

るのが分かります。私も３Rについては、私は過去の食品製造に関する有効成

分の回収等もやっていましたけれども、これによる取組の成果がもうちょっと

市民に分かるように、具体的に、これだけやるとこういう成果ですよ、という

ことを、私の勉強不足かもしれませんが、もうちょっと分かりやすく伝えてい

ただくと有難いです。特にプラスチックについては、非常に市が熱心に各地域

を回って説明会を何回もしたりしていただいたので、成果が上がってきていま

すし、毎年上昇しているということですので、これについてはかなり意識が高

まっているのではないかなと思っております。 

今言いましたような、具体的な市民がやった成果が具体的にどんな効果があ

りますよ、というようなところも宣伝をして、市がやっている環境教育のよう

に分かりやすく発信していただければ、さらに市民が協力をしていくというよ

うな方向に行くのではないかと思います。そちらの方も推進していただければ

有難いなと思います。 

以上でございます。 

 

 はい。３Rに関しては、市も当然一生懸命やっていると思いますが、さらな

る啓発をというご意見だと思います。 

 他にはいかがでしょうか。 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 水循環のところで１つお伺いしたのですが、昨今のゲリラ豪雨から始まりま

して、けっこうな雨の降り方が気候変動で変化しているのですが、災害防止の

ためにいろんな防災工事等で対応されているとは思うのですが、水循環を考え

るところで、甲府市はリサイクルフェアで雨水利用の PRをしているところで

ございます。各戸で雨水を溜めることによって、一時的な雨の流出を防げると

いうところも着眼点でもう少し見ていただきたいという要望です。 
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議 長 

 あと１つ。緑なのですが、街路樹を見ますと植性がばらばらなのです。銀杏

が植えてあったり、欅があったり、ハナミズキがあったり。いろんな植栽をさ

れているのですが、植性にあった街路樹をぜひ検討いただきたい。山梨の環境、

特に甲府はコンクリートが多いのですが、公園や街路樹の木の選定をぜひとも

取り入れていただきたい、というこれも要望です。そういう所をご検討いただ

ければと思います。 

 それから、地下水汚染の関係で、新しい物質いくつか出てきているのですが、

それに関して甲府市はどのような取組をされているかをお伺いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

 はい。課が分かれるかもしれないですが、最初は雨水の利用に関して、市と

して何か、各家庭レベルでの雨水利用ということだと思うのですが、そういう

事に関して何か政策、施策的な事があるかどうか。 

 ２点目は、植栽に関すること。気候条件、土地の状況、土の状況に合わせた

形での選択をされているのかどうか。 

 最後は地下水に関することでした。 

 

 では、お願いします。 

 

事務局  まずご指摘いただきました水循環の部分ですが、複数の部署に跨っているの

かなと思います。雨水利用となりますと上下水道局、水の保全という所からい

きますと林政課が関わってくるかと思いますので、内容を確認する中で担当部

局にそういった内容を伝えて、取組の方を改めて検討、精査させていただくよ

う伝えさせていただきたいと思います。 

 それから植栽に関しまして、街路樹につきましては、確かに場所によって違

っています。そこは何か目的があってやっているのか分かりませんが、公園緑

地課等が植栽等をやっていますので、こちらの方もご指摘いただきました趣旨

の内容を伝える中で精査をしていくように話をしたいと思います。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 地下水汚染の件についてお答えいたします。私どもで水の関係を所管してお

りまして、その部分についてお答えいたします。 

 まず、地下水汚染というのは水質汚濁防止法という法律に基づいて規制とか

測定というようなものが整備されております。それに基づきまして、私どもの

方で発生をするような事業所に対して指導や規制をかけております。そういっ

た形で、まず地下水が汚染しない、という指導をしております。とは言え、調

べてみないと見えない所で汚染しているかもしれない、ということもあります
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ので、そこにつきましては先ほどの法律に基づきまして、市内地下水の水質の

状況を順次実際に調べて把握しているというような状況でございます。 

 結果としましては、特に昨今問題になるような物質については検出されてい

ない状況でございます。 

以上です。 

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 水質汚濁防止法があるのは承知しております。 

 新しい物質というのは、PFOSや PFOAという有機フッ素化合物なのです

けれども、そういったものも全国的に汚染が確認されつつありまして、WHO

の規制値を超えている所も何か所か見つかっております。是非ともそういう取

組も併せてしていただいて、見ていただきたいという思いでございます。 

 

 水質汚濁防止法では指定物質で見ていると思うので、新しい物質については

どうなのでしょう。 

 

事務局 

 

 

 ご指摘のあった、PFOSや PFOA なのですが、有機フッ素化合物のことな

のですが、昨今水道や環境でも問題になっております。現状を申し上げますと、

私どもの所管ではありませんが、水道の方で調査して確認している、と聞いて 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

おります。 

 あと、私ども環境ではまだ調べておりません。ただ、地下水や河川水を含め

てなのですが、今後測定をしていくということで準備を進めております。 

以上です。 

 

 ありがとうございます。 

 

 はい。他にはいかがでしょうか。 

 今日は達成状況についてのチェックをするというのがメインですので、身近

な場面でこの評価はどうなのか、など気づかれることがあればその点でも結構

ですが、何かありますか。 

 

特になければ、一昨年とくらべて昨年は良好な方向に向かっているという状

況だということでよろしいですか。 

 はい。では、この年次報告書については、この会としてはこの形で納得しま

したということで終えたいと思います。 
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（２）その他 

議 長 

 

 

 

 

 

それでは「（２）その他」の議事に移りたいと思います。 

委員の方からなにかこの場で意見、提案がございましたらお願いします。 

特になければ事務局の方から何かございますか。 

 

特になければこれで議事を閉じたいと思います。 

委員の方々ご協力ありがとうございました。 

以上 

 

 


